
応募に当たっての注意事項等

１　応募作品について

 (1)　未発表の自作品であることを条件とし、過去に発表された作品と同一（酷似を含む）のもの

　  審査対象外とします。

 (2)　生成ＡＩ作品については審査対象外とします。

２　応募について

 (1)　応募に要する経費は、応募者の負担とします。

 (2)　応募作品の一切の権利は大分県警察に帰属するものとし、作品の返却は行いません。

 (3)　入賞作品は大分県警察ホームページに掲載するほか、新聞掲載を予定しています。

３　その他

 (1)　主催者が委嘱した審査員で審査を行い、入賞者には直接通知します。

 (2)　入賞作品の発表は、大分県警察のホームページ等で行います。


